
第２回 
内灘町介護予防・日常生活支援総合事業 

事業者説明会 

H29.2.1（水）13：30～15：00 
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サービスの類型 
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内灘町の総合事業（案）【第１号訪問型】 

サービス種別 現行の介護予防訪問介護に相当するサービス 緩和した基準によるサービス（訪問型サービスＡ） 

実施方法 事業者指定 事業者指定 委託型（シルバー人材センター） 

対象となるケー
スの考え方 

 要支援１・２の認定を受けている方 
 
 事業対象者となった方 

生活支援が必要な方 短時間でできる簡易な生活援助 

介護報酬 

国保連経由で審査・支払 
 
月額包括単価・１回単価を併用する 
加算は現行どおり 

検討中 検討中 

利用者負担 1割。一定以上の所得がある人は2割 検討中 検討中 
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内灘町の総合事業（案）【第１号通所型】 

サービス種別 
現行の介護予防通所介護に相当するサー

ビス 
緩和した基準によるサービス（通所型

サービスA） 

実施方法 事業者指定 事業者指定 

対象となるケースの
考え方 

 要支援１・２の認定を受けている方 
 
 事業対象者となった方 
 
 

一次予防事業より、より積極的な介護予
防が必要な方。 
 
 
 入浴なし 

介護報酬 

国保連経由で審査・支払 
 
月額包括単価・１回単価を併用する 
加算は現行通り 
 

検討中 

利用者負担 1割。一定以上の所得がある人は2割 検討中 
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一般予防事業 

ゆうゆう体操教室 

委託型 

左記以外の対象者で、公民館まで
歩いていけない、近くの公民館には
体に合う体操教室がない等の理由
がある虚弱高齢者で、要支援要介
護状態となる恐れの高い方。 

委託料 

送迎代 片道200円 



単価設定について【訪問介護】 
H29.4月～ 
●月額単価・１回単価の併用 
 
 
 
 
 
 
 
・加算・減算は従来通り 
 
・当初の計画より実施回数が増減しても月途 
 中での支給区分の変更は不要 
 
・1回払いになると、突然のキャンセルが問題 
 になることが予測されます。事業所によって 
 介護と同様にキャンセル料を設定可能 
 
 

現在は 

月額単価 

週１回程度 １，１６８単位 

週２回程度 ２，３３５単位 

週３回程度 ３，７０４単位 

 

月額単位なので、月１回し
か利用できなくても、１ヶ月
分の料金。 

「利用者さんへの説明がし
づらい」と言う声があった。 

週に１回程度  ２６６単位/回 （月４回まで） 
 （月５回 １，１６８単位/月） 

週に２回程度  ２７０単位/回 （月８回まで） 
（月９回 ２，３３５単位/月） 

週に３回程度
（要支援２のみ） 

 ２８５単位/回 （月１２回まで） 
（月１３回 ３，７０４単位/月） 
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事例① 事業対象者・要支援１・要支援２ 

週１回の予定で提供票を作成。 

この月、利用曜日が５回あり、月５回利用した。 

⇒週１回程度の月額包括単位を使用。 

 1,168単位 

 

事例② 事業対象者・要支援１・要支援２ 

週１回の予定で提供票を作成。 

この月、利用曜日は４回で、月４回利用した。 

⇒週１回程度の１回単位を使用 

 ２６６×４回＝1,064単位 

【訪問型】 
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事例③ 事業対象者・要支援１・要支援２ 

週１回の予定で提供票を作成。 

この月、利用曜日が５回あったが、１回お休み
があり月４回利用した。 

⇒週１回程度の１回単位を使用。 

 ２６６単位×４回＝1,064単位 

 

事例④ 事業対象者・要支援１・要支援２ 

週２回の予定で提供票を作成。 
キャンセルがあり、月５回しか利用しなかった。 
⇒週２回程度の２７０単位を使用。 
  ２７０単位×５回＝1,350単位 

【訪問型】 
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事例⑤ 事業対象者・要支援１・要支援２ 

週２回の予定で提供票を作成。 
体調不良のため、急遽、月１０回利用した。 
⇒月9回分は週２回程度の月額単価を使用。 
  2,335単位 
⇒10回目は自己負担。 
 
※体調不良が続くようなら、次月から週3回の提供表
を作成してください。（要支援２のみ） 
 

※１０回目の自己負担額については、各事業所で設
定してください。ただし、これまでの制度同様、月額
単価の設定を「月９回以上」とし、１０回目の自己負
担は取らないことも、可能です。 

【訪問型】 
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単価設定について【通所介護】 
現在は 

月額単価 

要支援１ 

週１回程度 １，６４７単位 

要支援２ 

週２回程度 ３，３７７単位 

 

H29.4月～ 
●月額単価・１回単価を併用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・加算・減算は従来通り 
 
・当初の計画より実施回数が増減しても月途中での 
 支給区分の変更は不要 
 
・1回払いになると、突然のキャンセルが問題になる 
 ことが予測されます。事業所によって介護と同様に 
 キャンセル料を設定する可能性があります 

月額単位なので、月１回しか利用で
きなくても、１ヶ月分の料金。 

要支援２の人は、週１回しか行く必要
がなくても、３，３７７単位。 

週に１回程度  ３７８単位/回 （月４回まで） 
（月５回 １，６４７単位/月） 
 

週に２回程度
（要支援２のみ） 

 

３８９単位/回 （月８回まで） 
（月９回 ３，３７７単位/月） 
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事例① 事業対象者・要支援１・要支援２ 

週１回の予定で提供票を作成。 

この月、利用曜日が５回あり、月５回利用した。 

⇒週１回程度の月額包括単位を使用。 

 1,647単位 

 

事例② 事業対象者・要支援１・要支援２ 

週１回の予定で提供票を作成。 

この月、利用曜日は４回で、月４回利用した。 

⇒週１回程度の１回単位を使用。 

 ３７８単位×４回＝1,512単位 

【通所型】 

14 



事例③ 事業対象者・要支援１・要支援２ 

週１回の予定で提供票を作成。 

この月、利用曜日が５回あったが、１回お休み
があり月４回利用した。 

⇒週１回程度の１回単位を使用。 

 ３７８単位×４回＝1,512単位 

 

事例④ 要支援２ 

週２回の予定で提供票を作成。 
キャンセルがあり、月５回しか利用しなかった。 
⇒週２回程度の３８９単位を使用。 
  ３８９単位×５回＝1,945単位 

【通所型】 
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単価設定について【通所介護】 
同一建物減算について 

現在は 

月額単価 

要支援１ 

週１回程度 １，６４７単位 

要支援２ 

週２回程度 ３，３７７単位 

 

月単位の減算 

  週1回 -376単位 

  週2回 -752単位 

 

 

H29.4月～ 
●月額単価・１回単価を併用 
 
 
 
 
 
 
１回単価は、94単位減算してあります。 
（要介護者の減算と同額） 
 
月単位の減算 
  週1回 -376単位 
  週2回 -752単位 

月額包括単価を使用する場合のみ、月単位の
減算を行ってください。 
 
 
 
 
 

週に１回程度  ２８４単位/回 （月４回まで） 
（月５回 １，６４７単位/月） 

週に２回程度
（要支援２のみ） 

２９５単位/回 （月８回まで） 
（月９回 ３，３７７単位/月） 
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日割り計算について 

これまでは、ショート利用時には、ショートの日
数を引いた日数で日割り計算。 

これからは・・・ 
1回単価を使用する場合は、ショートを利用した場
合でも日割り計算は必要ありません。 

※ただし、包括単価となる場合には、これまで
同様に日割り計算が必要です。 
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日割り計算について（例） 
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 

短 1 1 2 

デ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

要支援２ 

デイサービス 週2回の予定で、月9回利用  →  包括単価を使用 3,377単位 
                              →      ショート分を日割り計算する 
 
●日割りが想定されるケース 
 月額包括単価となった場合で、以下の事由が発生したとき 
  ・区分変更申請（要支援⇒要介護） 
  ・月途中で介護予防小規模多機能居宅介護・介護予防特定施設入居者生活介護 
   介護予防認知症対応型共同生活介護を利用開始。または終了。 
  ・ｼｮｰﾄｽﾃｲの利用 
  ・事業所の新規開始・指定効力停止の解除 
  ・事業所の廃止・指定効力停止の開始                           
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介護予防・日常生活支援総合事業 

利用者の要支援認定有効期間の残期間を問わず、一斉に
平成29年4月1日より総合事業がスタートします 

 
平成29年4月1日より全ての介護予防訪問介護・介護予防通所介護利用者
について、総合事業の利用者となり、総合事業における「訪問型サービス
（第1号訪問事業）」及び「通所型サービス（第1号通所事業）」としてサービ
スを提供することになります。 

 

平成29年1月末に、要支援者全員に総合事業に関する個別案内を郵送し
ました。 

 

平成29年２月より、地域包括支援センター職員がケアマネさんと要支援者
全員に個別訪問し、総合事業の説明と、介護予防支援及び介護予防ｹｱﾏ
ﾈｼﾞﾒﾝﾄの届出書と契約書の取直しを行います。 

 

住所地特例対象者に対する総合事業実施については、施設所在地市町
村が行います。 

① 

② 

③ 
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④ 



介護予防・日常生活支援総合事業 

総合事業開始前の準備について① 

 

資料１を参考に各事業者で、現在使用している契約書・重要
事項説明書の修正をし、平成29年3月31日までに利用者と改
めて取り交わしてください。 

 

コード表が変わります。２月中旪までにＣＳＶ形式にてホーム
ページに掲載しますので、各事業者のシステムへ取り込みし
てください。（コード表 資料２） 

 

⑤ 
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⑥ 

訪問型サービス 通所型サービス 

平成27年3月末ま

でに指定をうけて
いる（みなし指定） 

Ａ１ Ａ６ 
 みなし指定対象外

事業者 Ａ２ 



介護予防・日常生活支援総合事業 

総合事業開始前の準備について② 

【事業者指定の手続きについて】 

 

⑨総合事業のみなし指定 
総合事業移行にあたって、総合事業に係る規定の施行日前日である平成２７年３月３１日
において、介護予防訪問介護等に係る指定介護予防サービス事業者について、該当施行
日において、総合事業による指定事業者の指定をみなす（改正法附則第１３条）旨の規程
を設け、市町村及び事業者の負担軽減を図っている。 

 

⑩みなし指定の有効期間 

平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日まで（３年間） 
みなし指定を受けた事業者について、平成３０年４月１日以降も事業を継続する場合には、
町に指定申請が必要。 

 

⑪みなし指定の効力の範囲 
みなし指定の有効期間（平成３０年３月末まで）→全市町村に効力が及ぶ 

平成３０年４月以降→指定申請をした市町の範囲内でのみ効力が及ぶ 
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介護予防・日常生活支援総合事業 

総合事業開始前の準備について② 

【事業者指定の手続きについて】 
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提出書類 

訪問 みなし指定 なし 

みなし指定以外 町に事業所指定の手続きが必要。 
必要書類については、個別にご説明します。 

通所 みなし指定 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体
制等に関する届出書 

みなし指定以外 町に事業所指定の手続きが必要。 
必要書類については、個別にご説明します。 

⑫通所型サービスについては、町独自のサービスコード表を使用しますので、 
 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」（資料３） 
 を提出してください。 

⑬みなし指定事業者が現行相当サービスを提供しない場合 
  廃止届を提出してください。この場合、廃止の効力は全国に及びます。 
  現在、内灘町の利用者がいる事業者で、内灘町の現行相当サービスを提供し 
  ない場合は、利用者のサービス調整が必要になりますので早急にご連絡ください。 



介護予防・日常生活支援総合事業 

総合事業開始前の準備について② 

【書類の整備について】 

 

●運営規程 

●契約書・重要事項説明書 
資料１・２ 内灘町介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う契約書等の修正について参照 

●定款 
厚生労働省令に規定のあった旧介護予防訪問介護および旧介護予防通所介護を同一の内容を総
合事業の相当サービスとして規定するため、現在の定款に介護予防訪問介護、介護予防通所介護
事業に関する記載があれば、平成２９年４月１日付の定款変更は必須とはしない。 

ただし、本来は総合事業の実施についての記載がされるべきところなので、早期に変更を行うよう努
めていただきたい。 

例）「介護保険法に基づく第一号訪問事業（又は第一号通所事業）」 

●その他サービス提供に係る書類 
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介護予防・日常生活支援総合事業 

認定更新時の手続きについて 

 

要支援認定の有効期間満了時、更新手続きを行うか基本
チェックリストにより「事業対象者」となるか選択。 
 

現在の認定の有効期間満了までは、現在の認定区分でのご利用です。更新時に総
合事業に関する案内と認定が必要かどうかのフローチャートを同封します。フロー
チャートを基に、更新認定を申請するか、基本チェックリストにより事業を利用するか
を、ケアマネと一緒に検討。 

 

更新をせず、基本チェックリストにより事業を利用することを選択された場合には、ケ
アマネ・地域包括支援センター職員が同行訪問し、基本チェックリストと説明を行いま
す。 

 

※平成29年3月31日認定期間満了の方から順に、更新案内にフローチャートを同封し
ます。（平成29年1月末頃～） 

                                         資料４ 
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介護予防・日常生活支援総合事業 

 

 

基本チェックリストの有効期間は設定しません。ご本人様の心身の状況・利用希望
サービスに応じて要支援・要介護認定申請を行う必要あり。 

0001234567 

ウチナダ タロウ 

内灘 太郎 

事業対象者 

（有効期限ありません） 

５，００３単位 

● ● ● 

● ● 

● ● 

内灘町地域包括支援セン
ター 

男 

● ● ● 

● 

● 

この届出年月日が、「事業対象者」としての有
効開始日となります。 

基本チェックリスト
実施日（ケアプラン
届出年月日と同日） 

主治医意見書がありません。 

主治医意見書に代わる様式を準備する予定ですが、本人・家族からの聞き取りによ
る記載となります。 

様式（案） 

⑰ 

⑱ 
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介護予防・日常生活支援総合事業 

利用限度額とケアマネジメント費 

利用者区
分 

サービス利用パターン例 ケアマネジメント費 
給付管
理 

支給限度額 

要支援２ 

給付のみ 

介護予防支援費 あり 

１０，４７３単位 
給付+ 

総合事業（訪問型サービス） 

総合事業（通所型サービス） 

総合事業 
（訪問型・通所型サービス）のみ 

介護予防ケアマネジメント費 あり 

要支援１ 

給付のみ 

介護予防支援費 あり 

５，００３単位 
給付+ 

総合事業（訪問型サービス） 

総合事業（通所型サービス） 

総合事業 
（訪問型・通所型サービス）のみ 

介護予防ケアマネジメント費 あり 

事業対象
者 

総合事業 
（訪問型・通所型サービス）のみ 

介護予防ケアマネジメント費 あり ５，００３単位 

共通 
一次予防事業のみ 

（例）住宅改修のみ利用し、その後は、ゆうゆう体操
教室のみ利用している方 

なし なし 
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介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防支援と介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて 
 
総合事業のサービスを利用する方であっても、従来の介護予防支援にてケアプランを立
てる方もいます。 
 
 
 
 
 
介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄは、「原則的なｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（現行相当）」のみを実施しますので、基本
的なプロセスは変更ありません。委託単価も同じ単価を予定しています。（継続4,000円 
初回加算3,000円） 
 
介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの記録等の様式は、介護予防支援で使用している様式と同様です。
（様式名の文言に変更があります。） 
 
ケアプランは介護予防支援と介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄともに使用する共通様式です。介護予
防支援と介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを交互に実施してもケアプランを作成しなおす必要はありま
せん。 
 
呼び方は変わりますが、プロセスや様式は全て同じです。サービス担当者会議もこれまで
通り実施。 
 
要支援者・事業対象者であっても一次予防事業等をご利用することができます。 
（例）ヘルパーさんを利用しながら、公民館や町の通所型介護予防事業に参加できます。 
 

介護予防支援 介護予防給付のみ又は介護予防給付と総合事業を
組み合わせて予防プランの作成 

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 介護予防給付を含まず、総合事業のみのプラン作成 

⑲ 

⑳ 

㉑ 

㉒ 
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介護予防・日常生活支援総合事業 

給付管理のまとめ 

 

 

地域包括支援センターで 
給付管理 

 
 
 

地域包括支援センターで 

給付管理 
 
 
 

地域包括に実績を提出 

介護予防支援  介護予防ケアマネジメント 

訪問看護・
福祉用具 
など 

デイ 
ヘルパー 

介護予防
支援費 

デイ 
ヘルパー 

国保連合会 

介護予防
ケアマネ
ジメント費 

訪問看護・
福祉用具 
事業所 

デイ 
ヘルパー 
事業所 

地域包括 
デイ 

ヘルパー 
事業所 

委託先 

居宅介護支援
時事業所 

委託先 

居宅介護支援
時事業所 

国保連合会
を通さず、
直接町の地
域支援事業
費から支払 

① ② 28 

委託ケアマネに実績を提出 



スケジュール 
時期 内容 

平成２９年１月下旪 要支援者に総合事業についての案内送付 

１月下旪～ 更新案内者に文書送付（3月末有効期間満了の方から順に） 
利用者への説明・契約 

２月１日 第２回事業者説明会 
 サービス内容（サービス類型・単価等）・事業者指定について 

２月１日～ 事業者指定関係の受付開始 

２月２１日 第２回ケアマネ事業所向け説明会（ケアプラン研修会） 

４月 総合事業サービス提供開始（一斉移行） 

５月 利用分についての国保連請求・審査支払 
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